
 

全国社会保険協会連合会（当協会の関係機関）が契約している施設

の優待利用が受けられます。出張・旅行等にご利用いただけます。 

有効期限は 2026年 3月 31日です。既にピンク色の会員証を 

お持ちの会員事業所様で更新をご希望の方、もしくは、新規 

発行をご希望の方は、下記申込書でお申込みください。 

【利用対象者】 当協会会員事業所の健康保険被保険者と被扶養者 

【契約施設】    船員保険会(SEMPOS) 

ホテル法華クラブグループ 

高輪・品川プリンスホテルグループ 

プリンスホテルグループ 
ホテル、スキー場、ゴルフ場、アミューズメント施設 

湯快リゾート 

亀の井ホテル 

クア･アンド･ホテルグループ 

ダイワロイネットホテルズ※令和５年７月より 

･･･その他（宿泊施設・日帰り入浴施設） 
【優待利用方法】対象施設の詳細とご利用方法及び優待内容(優待料金等)については全国社会保険協会連合会 

https://www.zensharen.jp/benefits/ のホームページでご確認下さい。 

※インターネット使用のない環境の場合は、当協会にご連絡ください。 

【発行(更新)申し込み方法】 

申込書に返信用封筒（角２サイズ封筒に送付先住所宛先を明記し 300 円分の切手※を貼付）

を同封のうえ当協会へご郵送ください。 

※会員証やパスワードを確実にお届けするため、特定記録をつけた郵送料金です。 

     ●郵送先● 

   一般財団法人千葉県社会保険協会 施設利用会員証発行 宛て 

〒260-0001 千葉市中央区都町 3-18-13  問合せ先℡：043-233-3971 

 

※ご記入いただいた情報は、事業所または担当者様への連絡および会員証送付に関する事務処理にのみ使用し、他用はいたしません。 

施設利用会員証申込書 

  
※協会使用欄（ご記入の必要はありません） 

事業所名  担当者名  

所 在 地 
 〒 

電話番号  申込枚数 枚 ※原則３枚まで 

「施設利用会員証」のご紹介 

キ リ ト リ 

横浜・八景島シーパラダイスも！ 

https://www.zensharen.jp/benefits/

